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居住に関する基本方針 1 から 3 に基づい

て居住誘導区域を設定していきます。 

都市機能に関する基本方針 4 から 6 に基

づいて都市機能誘導区域を設定していき

ます。 

※居住誘導区域以外では、地域特性に応

じた管理と緩やかな誘導を行いながら、

地域と都市機能誘導区域を結ぶ公共交通

網の形成を行います。 
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